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平成３０年第１０回農業委員会総会議事録 

 

平成３０年１０月１１日（木）第１０回総会を市役所南庁舎１階１Ａ会議室に招集した。 

 

農業委員１８人   

 会長 １８番 逸 見 力 士 会長職務代理者 １番 谷 岡 收 藏 

 ２番 清 原   保 ３番 大 原 砂 利 ４番 三 上 雄 二 

 ５番 谷川内   茂 ６番 倉 脇 敏 弥 ７番 眞 壁 勲 二 

 ８番 神 山 順 一 ９番 川 上 憲 次 １０番 久保木   誠 

 １１番 藤 本    彰 １２番 山 田 條 一 １３番 小 田 正 廣 

 １４番 奥 山    亮 １５番 橋 本 澄 男 １６番 藤 澤 和 利 

 １７番  仲 田 清 志   

推進委員 ９ 人    

 １番 小 西    堅 ２番  ３番 泉       登 

 ４番 溝尾 美惠子 ５番 三 輪 金 樹 ６番 長 岡 保 義 

 ７番 後 藤 保 夫 ８番 井 上 光 男 ９番 鈴 江   寬 

 １０番 奥 津 忠 和   

欠席委員 １ 人 推２番 山本計博   

    

 

議事   議案第４６号   農地法第３条の規定による許可申請について 

   議案第４７号   農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第４８号     農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第４９号   農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による許可

申請について 

議案第５０号   現況証明にかかる現況認定について 

 

報告事項       農地改良届について                 

農地法施行規則第２９条の届について                                

農地法農地法施行規則第５３条の規定による許可を要しな

い転用について 

法務局照会について 

              農地転用期間変更届 

協議事項 

    そ の 他      

               

     事務局職員（書記） 事務局長 小川 泰典 

                 次長     藤井 和昭 

主査  西川 康裕 
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（開会時刻 午前９時３０分） 

藤井次長 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

藤井次長 

 

 

藤澤委員 

 

藤井次長 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

小川局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 皆様おはようございます。 

 只今から、新見市農業委員会第１０回総会を開催致します。 

 本日の出席は２７名、欠席は推進委員２番山本委員です。事務局の滝口

がまだ 7 月豪雨の関係で、今週から県の査定が入っておりまして、そち

らの対応で欠席させていただいております。 

 それでは最初に逸見会長から挨拶をお願いします。 

 

皆さん、改めましておはようございます。 

 （中略） 

 本日もよろしくお願い致します。 

 

 続いて「農業委員会憲章」の唱和を行います。 

今回は１６番藤澤委員に先導をお願い致します。 

  

 「農業委員会憲章」の先導 

 

 ありがとうございました。 

それでは、ここからの進行は会長よろしくお願い致します。 

 

  恒例により議長を務めさせていただきます。円滑な議案審議にご協力

をよろしくお願い致します。 

 それでは日程１「議事録署名委員の決定」を行います。 

本日議事録署名委員は、１７番仲田委員、１番谷岡代理にお願い致しま

す。 

 続いて、日程２「議事」に入ります。 

 議案第４６号農地法第３条の規定による許可申請について事務局の説

明をお願いします。 

   

３条１件あります。場所は神郷下神代、現況は畑です。移動の理由は売

買による所有権移転です。 

作物は野菜、作業従事者は１名です。売買価格は記載の通りです。農地

法第３条第２項の状況ですが１号の「全部効率利用」ですが、機械、従事

者等も揃っており、農地のすべてを効率的に利用できるものと思われま

す。２号ですがこちらも法人ではない為該当致しません。３号ですが、信

託ではないので該当しません。４号ですが、「農作業常時従事」について、

譲受人は農作業を行う必要がある日数について農作業に従事すると見込

まれる為該当致しません。５号の下限面積ですが、当該地区の０．１a を
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会  長 

 

仲田委員 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

小川局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

超えているので該当致しません。６号ですが貸借にも値しません。７号の

地域調和ですが、空き屋に付随した農地を売買するものであり、本件の権

利取得により、周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支

障は生じないものと考えられます。以上この所有権移転については、申請

書類は揃っており、取得後のすべての農地を利用すること、機械、労働力

なども問題なく、面積用件も満たしていること、また、地元農業者への贈

与の為、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを

満たしていると考えます。 

 

この件について関係地区委員の説明を求めます。 

 

  １０月８日に大原委員と現地を見に行きました。この案件は先月にも

でましたが、空き屋に付随した農地でして、現況は畑となっていますが、

ほとんど花壇のようになっています。別段問題ないと思いますのでよろ

しくお願いします。 

 

  事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質

問はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので議案第４６号の議案に賛成の方は挙手

をお願い致します。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成と認め申請の通り決定と致します。 

続きまして議案第４７号農地法第４条の規定による許可申請について

事務局の説明をお願いします。 

 

1番ですが、場所は高尾、現況地目は田、２筆です。転用目的は露天駐

車場です。転用理由は、自ら経営している会社及び近隣にある薬局の社員

用、来客駐車場として使用するということ、また月極駐車場として近隣居

住者にも貸し出すというものです。工事期間は平成３０年１１月から平成

３０年１２月です。申請地は都市計画法に規定する用途地域内にある第３

種農地と考えます。この度申請地を自ら経営している防犯カメラの販売を

行っている会社、近隣の薬局の社員、来客用の駐車場、またその他近隣の

居住者の一般の月極駐車場として利用するというもので農地区分と転用

目的は問題ないと考えます。また、被害防除計画も適正であり、周辺は住
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会  長 

 

倉脇委員 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

小川局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

眞壁委員 

 

 

 

会  長 

宅地で他への影響はなく、この転用はやむを得ないものと考えます。資金

計画ですが、土地造成費が記載の通りで全て自己資金です。 

 

この件について関係地区委員の説明を求めます。 

 

９日に眞壁委員、溝尾推進委員の３名で現地の確認をしてきました。場

所は高尾の総合薬局を入ったところ、市道の両横にあります、完全に宅地

に囲まれた場所になっていました。よろしくお願いします。 

 

事務局、地区員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質問は

ございませんか。 

 

（意見、質問なし）  

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第４７号１番の議案に賛成の方

は挙手をお願い致します。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成と認め１番は許可妥当と致します。続いて議案第４７号２番の

議案について事務局の説明をお願いします。 

 

２番です。場所は馬塚、現況地目は田、畑２筆です。転用目的は農地改

良、嵩上げ、嵩下げにより作業の効率化を図るものです。工事期間は、平

成３０年１０月２０日から１年間です。申請地は農用地区域内農地以外で

あって、甲種農地・第１種農地及び第３種農地のいずれの要件にも該当し

ない第２種農地と考えます。申請地を農地改良で嵩上げと嵩下げによって

４枚を２枚にし、農作業の効率化を図るため一時転用するものであり、農

地区分と転用目的は問題ないと考えます。また被害防除計画も適正であ

り、周辺農地への影響はないと考えられ、この転用はやむを得ないものと

考えます。資金計画ですが、土地造成費は記載の通りで全て自己資金です。 

 

この件について関係地区委員の説明を求めます。 

 

１０月５日に泉推進委員と調査しました。場所は馬塚の●●●地内で

す。この嵩上げ、嵩下げにつきましては、大半を申請人が自分ですると言

うことで経費的にも少ないのではないかと考えます。以上です。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質問
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会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

小川局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

眞壁委員 

 

 

 

会  長 

はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので、議案第４７号２番の議案に賛成の方

は挙手をお願い致します。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成と認め２番は許可妥当と致します。なお、面積が３０ａ以下の

為県農業会議へ諮問は任意となりますが諮問不要としてよろしいでしょ

うか。 

 

（全員賛成） 

 

諮問不要として許可と致します。続きまして議案第４８号農地法第５条

の規定による許可申請について事務局の説明をお願いします。 

 

この度５件です。まず１番ですが、場所は菅生、現況地目は田、畑５筆

です。転用目的は土場（材木置場）です。転用理由ですが、譲受人は申請

地すぐ側に山林を所有しており、伐採した材木を保管するための土場とし

て利用したというものです。契約の種類ですが売買による所有権移転で

す。工事期間は着工から約１０日間、価格は記載の通りです。申請地は甲

種農地・第１種農地及び第３種農地のいずれの要件にも該当しない第２種

農地と考えます。譲受人は法人で、個人の申請地を売買し、伐採した材木

を集積し保管するもので、申請地は譲受人が所有する山林の山側にあり申

請人が所有する土地で、申請地に代えて利用できる適当な土地はなく、農

地区分と転用目的は問題ないと考えます。また、被害防除計画も適正であ

り、周辺農地への影響はないと考えられ、この転用はやむを得ないものと

考えます。資金計画ですが、土地造成費は記載の通りで、全て自己資金で

す。 

 

この件について関係地区員の説明を求めます。 

 

１０月５日に泉推進委員と調査しました。場所は菅生、●●●です。山

の上のほとんど耕作されていない場所です。問題ないと思います以上で

す。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質問
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会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

小川局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

小川局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので議案第４８号１番の議案に賛成の方は

挙手をお願い致します。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成と認め１番は許可妥当と致します。続いて４８号２番の議案に

ついて事務局から説明をお願いします。 

 

２番ですが、場所は豊永赤馬、現況地目は畑１筆です。転用目的は露天

資材置場です。転用理由は県南部に本店、事務所があるが、県北からの依

頼が増えており、県北部での今後の円滑な運営の為に露天資材置場が必要

となったものです。契約の種類は使用貸借権の設定です。申請地は、農振

農用地域から除外したので甲種農地・第１種農地及び第３種農地のいずれ

の要件にも該当しない第２種農地と考えます。借受人は倉敷市に本社があ

る主に左官業を営む会社ですが、県北からの業務依頼が増加してきたこと

から、県北へ露天資材置場が必要となったということでこの度当該会社の

代表取締役の●●氏の実家がある豊永赤馬地区に本人が所有する農地が

あることから、当該申請地を露天資材置場として利用計画しているもので

あり、所有する土地で申請地に代えて利用できる適当な土地はなく、土地

区分と転用目的は問題ないと考えます。また被害防除計画も適正であり、

周辺農地への影響はないと考えられこの転用はやむを得ないものと考え

ます。資金計画ですが、現状のままで使用するということで、費用は発生

しません。 

 

関連がありますので続いて３番お願いします。 

 

先程と一帯の所です。場所は豊永赤馬、現況地目は畑１筆です。転用目

的、転用理由も先程と同じです。契約の種類ですが賃貸借権の設定で賃借

料は記載の通りです。申請地は農振、農用地から除外したもので、甲種農

地・第１種農地及び第３種農地のいずれの要件にも該当しない第２種農地

と考えます。借受人と転用理由は先程と同じですが、申請地は先程の農地

から道路を挟んで向かい側にある農地であり、先程の農地と合わせて資材

管理を一体的に行う計画であり、所有する土地で申請地にかえて利用でき

る適当な土地はなく、土地区分と転用目的は問題ないと考えます。また被

害防除計画も適正であり、周辺農地への影響はないと考えられ、この転用
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会  長 

 

清原委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

後藤委員 

 

小川局長 

 

後藤委員 

 

清原委員 

 

 

会  長 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

はやむを得ないものと考えます。なお申請地の所有者は既に亡くなられて

いますが、まだ相続できていないということで、今回相続人全員による申

請となっています。資金計画も先程と同じで費用は発生しません。 

 

この件について関係地区員の説明を求めます。 

 

２番の件ですが、先月申請が出ていたので先月確認をさせていただきま

した。９月５日に藤本委員と現地を確認しています。場所は草間から豊永

に降りるところに農道の入り口があるんですが、そこから２．５ｋｍ程大

佐寄りに入った所で●●地区と●●地区の中間です。農道の右側です。以

前カヤを刈っていたのでまだカヤが生えているのでカヤだけ刈ればすぐ

使える状況の土地です。３番は、２番の道を挟んですぐ隣です。ここは以

前ブドウを作られていたのですが、１０年くらい前にブドウの棚を全部取

りはらってカヤを刈っていたのですが、今は原野になりかけているような

所です。これは刈ってしまえば畑ですからすぐ使えると思います。 

 

事務局地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質問ご

ざいませんか。 

 

仕事は何をされているのですか。 

 

主に左官業です。 

 

資材は何を置かれるんですか。 

 

残土や真砂土、それからコンクリのブロックとかそのように申請が出て

おります。自分の土地だけじゃ少し狭いから借りるのだと思います。 

 

他にございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

他にご意見、ご質問ございませんので議案第４８号２番、３番の議案に

賛成の方は挙手をお願い致します。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成と認め２番３番は許可妥当と致します。続いて議案第４８号４

番から１１番について事務局から説明をお願いします。 
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小川局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

大原委員 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

４番から１１番関連していますのでまとめて説明させていただきます。

４番ですが場所は足立、現況地目は田、畑１３筆です。転用目的は養鶏場。

転用理由は鶏舎６棟、堆肥舎２棟、焼却建屋２棟、以下記載の通りです。

契約の種類ですが、売買による所有権移転です。価格については田、畑そ

れぞれ記載の通りです。工事期間は許可日から平成３１年１２月３１日で

す。建ぺい率は３１パーセントです。５番ですが場所は同じく足立、現況

地目は田、畑９筆、６番同じく足立、現況地目は田２筆、７番同じく足立、

現況地目は田２筆、８番同じく足立、現況地目は田２筆、９番同じく足立、

現況地目は田１筆、１０番同じく足立、現況地目は田１筆、１１番足立、

現況地目は田１筆です。総面積が田２５筆で１８，７４２平米、畑６筆で

２，５４０平米、計３１筆で２１，２８２平米となっています。申請地は

３１筆全て、農振農用地から除外したものですが、この内１９筆は土地改

良事業またはこれに準ずる事業の施行区域内にある農地であり、第１種農

地と考えられます。また残りの１２筆につきましては甲種農地・第１種農

地及び第３種農地のいずれの要件にも該当しない第２種農地と考えます。

場所は今年２月に同様の５条申請で養鶏場として転用許可をしている所

に隣接する一帯に位置しており、今回も養鶏の為の鶏舎及び付帯設備を設

置するものであり、例外許可規定の農業用施設、農畜産物処理加工施設、

農畜産物販売施設その他地域の農業の振興に位置する施設に該当するこ

と、また所有する土地で申請地に代えて利用できる適当な土地はなく、土

地区分と転用目的は問題ないと考えます。また被害防除計画は適正であ

り、周辺農地への影響はないと考えられ、この転用はやむを得ないものと

考えます。資金計画ですが、土地造成費、建築費は記載の通りで、全て自

己資金です。 

 

この件について関係地区委員の説明を求めます。 

 

１０月８日に仲田委員、橋本委員、井上推進委員、申請者の関係者２名

と現地を確認してきました。先程事務局に全て説明していただいたのです

が、２月の総会で決議していただいた２期工事で何も問題ないと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質問

ございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので議案第４８号４番から１１番の議案に
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会  長 

 

 

小川局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

藤澤委員 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成と認め４番から１１番は許可妥当とします。続いて議案第４８

号１２番の議案について事務局から説明をお願いします。 

 

場所は正田、現況地目は畑、転用目的は進入路、露天駐車場です。転用

理由は自宅への進入路、露天駐車場として利用するということです。契約

の種類は売買による所有権移転で、工事期間は許可日から３ヶ月、売買価

格は記載の通りです。申請地は都市計画法に規定する用途地域内にある第

３種農地と考えます。現在、申請者宅への進入路が狭く駐車場がないため、

この度当該申請地を自宅への進入路及び露天駐車場として利用するとい

うものであり、所有する土地で申請地に代えて利用できる適当な土地はな

く、土地区分と転用目的は問題ないと考えます。また被害防除計画も適正

であり、周辺農地への影響はないと考えられこの転用はやむを得ないもの

と考えます。資金計画ですが、土地造成費及び建築費は記載の通りで全て

自己資金です。 

 

この件について関係地区委員の説明を求めます。 

 

１０月４日に逸見会長、三輪推進委員と私の３人で現地を確認しまし

た。現地は●●●●●●上の左側の信号を渡りまして、新見寄りに１５０

ｍ程行った右側の畑です。この家はすぐ畑の上にあり、少し勾配がありま

すので自宅へ上がる道もある程度段差がつくということで面積的にもだ

いぶいると思います。現地を見てやむを得ないと思いました。以上です。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。これについてご意見、ご質問

はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので議案第４８号１２番の議案に賛成の方

は挙手をお願い致します。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成と認め１２番は許可妥当とします。なお４番から１１番につき

ましては関連案件であり、その面積が３，０００平米を越えるため県農業
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西川主査 

 

 

 

会  長 

 

 

鈴江委員 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

小川局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議への諮問が必要となりますが、諮問会議で許可適当と認められた場

合、総会を省略して会長名で許可することをご了承下さい。続きまして議

案第４９号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による許可申

請の新規について事務局の説明をお願いします。 

 

今回、新規の貸し付けが１件出ております。 

（議案第４９号１番を資料により朗読説明） 

新規については以上です。再設定はありません。 

 

新規について事務局の説明が終わりました。続いて関係地区委員の説明

を求めます。 

 

１０月４日に奥山委員と現地確認をしています。場所は哲多総合センタ

ーから１５ｋｍ程哲西方面に行った所の●●というところにあります。貸

付人が耕作出来ないということで、今後は借受人に作ってもらうというこ

とです。よろしくお願いします。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。新規についてご意見、ご質問

はございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので議案第４９号新規の議案に賛成の方は

挙手をお願い致します。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成と認め新規は決定と致します。続きまして議案第５０号現況証

明にかかる現況認定について事務局の説明をお願いします。 

 

今回２件申請が出ております。１番ですが、場所は哲西町矢田、現況地

目は雑種地、宅地１０筆です。理由ですが左記の筆の上から８筆について

は平成６年８月に露天駐車場及び進入路として転用許可を受けていたが、

登記が未了であったということで、この内６筆は現在露天駐車場及び進入

路となっております。あとの２筆については宅地として利用されていま

す。残りの２筆については同じ頃から宅地として利用されており現在に至

っているというものです。２番です。場所は長屋、現況は山林です。理由

ですが土地が河川沿いにあり、冠水する事が多く収穫が上がらないという

ことで、昭和５２年１月頃から耕作を中止していた。その後５年くらいで
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会  長 

 

三上委員 

 

 

 

 

 

 

 

藤澤委員 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

会  長 

 

 

小川局長 

 

 

 

 

会  長 

竹木が生育し山林の状態となり、現在に至っているというものです。 

 

この件について関係地区委員の説明を求めます。 

 

１０月７日に谷川内委員、奥津委員と３人で現地の確認を行いました。

場所は国道１８２号線を哲西の●●●●●●を過ぎて左手にガソリンス

タンドがあります。その宅地、それからその国道１８２号線はバイパスに

なっていまして、旧道が東側にありますがそのガソリンスタンドから旧道

に出てずっと進入路として既になっております。それから宅地も実際ガソ

リンスタンドが建っています。平成６年に許可を得たということですの

で、１０筆全て確認しました。記載の通りでした。 

 

１０月４日に逸見会長、三輪委員と３人で確認しています。現地は●●

のローソンの斜め前の●●●●自動車商会の裏の河原へ降りる所で全体

に竹が生えております。以上です。 

 

事務局、地区委員の説明が終わりました。１番、２番についてご意見、

ご質問ございましたらお願いします。 

 

（意見、質問なし） 

 

ご意見、ご質問ございませんので議案第５０号１番２番の認定に賛成の

方は挙手をお願い致します。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成と認め１番、２番は認定と致します。 

 

～ 休憩 ～（午前１０：１０～午前１０：２０） 

 

報告事項に入ります。農地改良届について事務局の説明をお願いしま

す。 

 

農地改良届１件出ています。場所は馬塚、現況地目は田です。目的は嵩

上げで改良高は０．６ｍ。理由は嵩上げと嵩下げで、２枚を１枚にするこ

とにより農作業の効率化を図るということで、期間は平成３０年１０月２

０日から平成３１年１月１９日です。以上です。 

 

この件につて関係地区委員より報告をお願いします。 
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眞壁委員 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

小川局長 

 

 

 

会  長 

 

神山委員 

 

 

 

 

会  長 

 

 

小川局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長  

 

倉脇委員 

 

 

 

１０月５日に泉推進委員と確認しました。場所は農地改良届で議案第４

７号の２番で出ている申請地と地続きで工事費が記載されておりません

が、この上の２番の申請者が前月の農業委員会でこの方から農地の贈与を

受けています。それの見返りとして工事費を負担するということです。以

上です。 

 

続いて農地法施工規則第２９条の届について事務局の説明をお願いし

ます 

 

場所は草間、現況地目は畑、目的は作業用進入路ということで５ｍ×５

ｍの２５平米です。理由は農業をするための機械等の進入路ということ

で、農道をつけるというものです。以上です。 

 

この件について関係地区委員の説明をお願いします。 

 

９月２４日に現地の確認をしました。草間郵便局から南西５００ｍくら

い行った道路から多少くぼんだ所の畑になります。農業をするための進入

路ということで、細い農道みたいなところから畑に降りる為の進入路を作

る工事になります。その他周辺等の問題はないと思います。以上です。 

 

次に農地法施行規則第５３条の規定による許可を要しない転用につい

て事務局の説明をお願いします。 

 

今回３件です。１番ですが、場所は高尾、現況地目は田、転用目的はＫ

ＤＤＩ（ａｕ）携帯電話無線基地局の建設です。理由は当該地域の携帯電

話サービスの向上を図るというものです。契約の種類は賃貸借権の設定で

工事期間は平成３０年１０月１７日から平成３０年１１月３０日です。 

２番ですが場所は法曽、現況地目は畑、目的、理由は先程と同じで、契約

の種類も賃貸借権の設定です。工事期間は平成３０年１０月１８日から平

成３０年１１月３０日です。３番ですが場所は西方、現況地目は畑、転用

目的と理由は先程と同じで契約の種類も賃貸借権の設定です。工事期間は

平成３０年１０月１７日から平成３０年１１月３０日です。 

 

この件について関係地区委員より報告をお願いします。 

 

１０月９日に眞壁委員、溝尾推進委員の３人で現地を確認しました。場

所は高尾●●の信号を５００ｍ入った所の角地になります。 
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藤澤委員 

 

 

 

仲田委員 

 

 

 

 

会  長 

 

小川局長 

 

 

 

 

 

会  長 

 

谷岡委員 

 

 

 

藤澤委員 

 

 

 

会  長 

 

西川主査 

 

 

 

会  長 

 

藤澤委員 

 

 

会  長 

１０月４日に逸見会長、三輪委員の３人で現地を確認しました。場所は

法曽の●●●美術館の前から右へ約２００ｍ山へ行ったところで、集落の

道の下です。 

 

確認日は１０月８日、大原委員と確認をしました。場所は●●駅へおり

て行く橋を渡ると左へ３０、４０ｍくらいのところで、そこへ何か打って

いるかと思ったのですが何もなかったですが、一応確認はしました。別段

問題ないと思います。以上です。 

 

続いて法務局照会について事務局の説明をお願いします。 

 

法務局照会は２件です。１番ですが、場所は上熊谷、現況地目は雑種地、

理由は県道改良工事が行われた昭和６０年頃から自宅への進入路及び庭

として利用されており現在に至っているものです。２番ですが、場所は井

倉、現況地目は宅地、理由は昭和４５年頃から倉庫が建っており、現在に

至っているものです。 

 

この件について関係地区委員より報告をお願いします。 

 

確認日は９月２３日、小西推進委員、山本推進委員と現地へ行っていま

す。場所は塩城小学校に入る道がありますが、それを１００ｍくらい大佐

へ寄った土地です。雑種地だと思います。よろしくお願いします。 

 

９月２２日に逸見会長、三輪推進委員、当事者の方と確認をしています。

井倉駅前から約１５０ｍ手前の道の左側で、倉庫が建っていました。それ

から少し空き地はありますが、宅地ということで確認をしています。 

 

続いて農地転用期間変更届について事務局の説明をお願いします。 

 

期間変更届が１件出ています。法曽地内、畑、育成牛舎の建築ですが、

平成３０年９月３０日までの予定でしたが、工事着工の遅れということで

平成３０年１２月３１日までの届が出ています。 

 

この件について関係地区委員の報告をお願いします。 

 

書いてあるとおりで工事が遅れております。それで延長したということ 

です。 

 

続いて完了届について事務局から説明をお願いします。 
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西川主査 

 

 

 

会  長 

 

 

小田委員 

 

 

 

谷川内委員 

 

 

会  長 

 

小川局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完了届４件出ています。千屋花見地内２９条による育成牛舎。２番千屋

実地内農地改良による嵩上げ。３番千屋実地内農地改良による嵩上げ。４

番哲西町大野部地内４条による嵩上げ。以上です。 

 

この件について関係地区委員より確認日と説明があれば報告して下さ

い。 

 

１番が１０月６日、山本推進委員と確認しました。牛舎が出来ていまし

た。２番、３番は確認日は９月２日、先月の総会で上がっていた所ですが、

その時既に完了していました。以上です。 

 

確認日は１０月７日に３名で見てきました。問題なく出来ていました.

以上です。 

 

続きまして協議事項に入ります。事務局からお願いします。 

 

事務局の確認日を申し上げてなかったのですが、確認を９月２６日にし

ています。協議事項ということで１件、状況報告兼ねてさせていただきま

す。哲多町矢戸の草月営農団地での農業振興地域農用地区域内に無断で太

陽光発電設備が設置されているということで違反転用となっている件に

ついて状況報告をさせていただきます。６月総会で状況を報告させていた

だいておりましたが、今年の３月に哲多町矢戸、草月営農団地の農振農用

地区域内に無断で太陽光発電設備に転用されているのが確認されて以来、

状況の確認をしながらこれまで土地所有者に対し電話、２回の文書による

指導、また８月１４日には逸見会長と兵庫県まで出向き土地所有者に立会

するなど再三に渡って改善指導を行ってきましたが、今後改善の見込みが

ないことから、逸見会長と協議の上、平成３０年９月２１日付けで勧告書

を送付させていただいております。これは農水省通達の「太陽光発電設備

を農地の法面または畦畔に設置する場合の取り扱いについて」に規定され

ている要件であります「位置等から見て申請地にかかる法面等の周辺の農

地以外の土地に太陽光発電設備を設置することが出来ないと認められる」

に該当しないに基づいているものです。当然許可を受けず無断転用となっ

ているため、農地法第４条第１項の規定に違反しているということで、太

陽光発電設備を平成３０年１１月２５日までに撤去のうえ、原状回復する

よう勧告したものです。御了知いただきたいと思います。なお、現在のと

ころ、先方からの連絡は何もありませんが、今後動きがありましたら報告

をさせていただきます。 
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会  長 

 

後藤委員 

 

小川局長 

 

後藤委員 

 

小川局長 

 

 

久保木委員 

 

小川局長 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

西川主査 

 

 

 

 

藤井次長 

 

 

 

 

会  長 

 

 

 

 

事務局から現状の報告がありました。何かご意見、ご質問はありますか。 

 

１１月３０日まで？ 

 

１１月２５日です。 

 

１１月２５日まで、それで撤去しなかったらどうなる？ 

 

その後についてはまた協議させていただいて、再度勧告か、このままい

くと原状回復命令を出すこととなります。 

 

土地は個人所有ですか、それとも。 

 

個人です。 

 

１１月２５日までにはいずれかの動きがあるか、何かあればですが、何

もない場合はもう一度勧告をするか、すぐ撤去命令を出すか、になろうと

思います。その時はまた調整会議等で報告させていただきたいと思いま

す。この件について他に何かございませんか。 

 

（質問なし） 

 

ないようでしたらその他に入ります。その他事務局からお願いします。 

 

農業者年金制度加入推進について。 

吉備中央町での研修会について。 

１１月の視察研修の概要について 

委員名簿を配布させていただいています。 

 

次回の総会についてですが、次回は１１月１２日（月）午前９時３０分

からを予定しています。場所はこちらの部屋です。続きまして１２月です

が、１２月６日（木）午前９時３０分からこの建物の３階の会議室３Ａで

お願いしたいと思います。 

 

事務局から以上でよろしいでしょうか。他に皆さんからご意見、ご質問

はございませんでしょうか。 

 

（意見、質問なし） 
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会  長  

 

谷岡代理 

ございませんようでしたら閉会の挨拶を谷岡代理が行います。 

 

（閉会挨拶） 

 

（閉会時刻 午前 １０ 時 ５３ 分） 


